
 

 

 

 

 

「（仮称）第４次町田市地域福祉計画」の策定に向けた調査の実施について 

 

 

 ２０２２年度から実施予定である「（仮称）第４次町田市地域福祉計画」の策

定に向けて、市民のニーズ等把握のための調査を実施いたします。 

 

 

１ 「（仮称）第４次町田市地域福祉計画」の概要 

「地域福祉計画」は、社会福祉法第１０７条に基づく計画であり、高齢者、

障がい者、児童等の福祉の各分野における共通的な事項を横断的に記載する

理念計画です。 

「（仮称）第４次町田市地域福祉計画」では、国が推進する「地域共生     

社会」の実現に向け、これまで以上に福祉の各分野及び地域との連携を意識

しながら、策定を進めます。 

 

２ 計画策定に向けた調査について 

（１）調査目的 

市民の地域生活課題やニーズ等を調査し、「（仮称）第４次町田市地域

福祉計画」策定の基礎資料を得る。 

（２）主な調査内容 

    ①市民の地域での暮らしの状況や困りごとについて 

    ②市の福祉施策や制度・サービスに関する認知度について 

（３）調査期間 

    ２０２０年２月上旬～２０２０年３月上旬 

（４）対象者 

    市内在住の１８歳以上（２０１９年４月１日現在）の男女２,０００人 

（５）抽出方法 

住民基本台帳（外国人含む）に基づく無作為抽出  

（６）調査方法 

    郵送法 

（７）広報 

    広報まちだ及び町田市ホームページにて周知予定  

 

３ 今後のスケジュール 

２０２０年第２回議会定例会におきまして、調査結果及び計画策定方針に

ついて報告する予定です。 

 

２０１９年１２月１３日 
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地域福祉部福祉総務課 


